
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

主
席
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

落
合
　
律
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組
織
づ
く
り
で
は
、
次
の
２
点
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
り
ま
す
。

⑴　

経
営
者
層
お
よ
び
運
転
者
層
を
含
め

た
社
内
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
れ
を
安

全
運
転
管
理
に
関
す
る
最
高
機
関
と
し

て
位
置
づ
け
る
。

　

安
全
運
転
管
理
の
た
め
の
社
内
委
員
会

（
例
え
ば
「
交
通
安
全
委
員
会
」「
車
両
安

全
委
員
会
」
等
）
は
、
経
営
者
層
、
安
全

運
転
管
理
者
、
車
両
管
理
責
任
者
、
労
働

組
合
の
代
表
者
、
運
転
者
層
の
代
表
者
な

ど
を
構
成
委
員
と
し
た
、
安
全
運
転
管
理

に
関
す
る
最
高
決
定
機
関
で
す
。
こ
の
委

員
会
で
は
、
安
全
運
転
管
理
の
基
本
方
針

や
年
間
計
画
、
実
施
内
容
や
方
法
等
に
つ

い
て
審
議
し
決
定
し
ま
す
。
委
員
会
に
提

出
す
る
諸
々
の
資
料
や
企
画
立
案
に
つ
い

て
は
、
基
本
的
に
は
安
全
運
転
管
理
者
が

行
い
ま
す
。

　

社
内
委
員
会
を
組
織
す
る
こ
と
で
、
安

全
運
転
管
理
が
全
社
的
な
取
組
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
委

員
会
で
決
定
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
各
部

門
に
浸
透
し
や
す
く
、
そ
れ
だ
け
管
理
業

務
も
推
進
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

⑵　

安
全
運
転
管
理
者
を
補
佐
す
る
者

（
自
動
車
使
用
台
数
20
台
以
上
の
事
業

安
全
運
転
管
理
の

体
制
づ
く
り
の
基
本

　

安
全
運
転
管
理
を
す
す
め
て
い
く
た
め

に
は
、
ま
ず
、
し
っ
か
り
と
し
た
体
制
を

整
え
る
こ
と
が
第
一
歩
で
す
。
体
制
づ
く

り
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
３
点
が
基
本
と

な
り
ま
す
。

⑴　

安
全
運
転
管
理
者
や
副
安
全
運
転
管

理
者
を
選
任
す
る
。

⑵　

安
全
運
転
管
理
の
た
め
の
社
内
組
織

を
つ
く
る
。

⑶　

安
全
運
転
管
理
に
必
要
な
規
程
や
帳

票
を
整
備
す
る
。

　

⑴
は
法
令
を
確
認
さ
れ
る
と
内
容
が
わ

か
る
項
目
で
す
。
⑵
、
⑶
は
実
務
上
、
職

所
は
副
安
全
運
転
管
理
者
）
を
選
任
す

る
。

　

安
全
運
転
管
理
者
の
ほ
か
に
副
安
全
運

転
管
理
者
を
選
任
し
て
い
る
場
合
は
、
副

安
全
運
転
管
理
者
が
安
全
運
転
管
理
者
を

補
佐
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
で

な
い
事
業
所
で
は
、
安
全
運
転
管
理
者
を

補
佐
す
る
人
と
し
て「
車
両
管
理
責
任
者
」

を
選
任
す
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
副
安
全
運
転
管
理
者
を
選
任
し

て
い
て
も
、
自
動
車
の
台
数
が
多
く
、
営

業
部
署
も
営
業
１
課
、
２
課
、
３
課
と
い

う
よ
う
に
複
数
あ
る
場
合
は
、
副
安
全
運

転
管
理
者
と
は
別
途
に
そ
れ
ぞ
れ
の
営
業

課
ご
と
に
車
両
管
理
責
任
者
を
選
任
す
る

と
、
そ
れ
だ
け
き
め
細
か
な
管
理
・
指
導

が
行
え
ま
す
。

　

で
は
、
具
体
的
な
組
織
づ
く
り
の
例
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

⑶　

組
織
づ
く
り
の
例

　

図
１
は
、
自
動
車
台
数
が
20
台
未
満
の

会
社
で
、
総
務
部
長
が
安
全
運
転
管
理
者
、

営
業
課
長
が
車
両
管
理
責
任
者
と
な
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
で
す
。

　

安
全
運
転
管
理
者
を
総
務
部
や
労
務
部

な
ど
自
動
車
の
使
用
頻
度
が
少
な
い
部
署

か
ら
選
任
し
て
い
る
場
合
に
は
、
車
両
管

場
ご
と
に
対
応
す
る
項
目
で
す
の
で
、
参

考
に
以
下
説
明
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

社
内
組
織
づ
く
り

　

交
通
事
故
防
止
は
、
企
業
全
体
の
課
題

で
あ
り
、
安
全
運
転
管
理
者
だ
け
が
取
り

組
む
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、

安
全
運
転
管
理
業
務
は
広
範
囲
に
わ
た
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
企
業
全
体
が
組
織
的
に

機
能
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
有
効
な
管
理

は
で
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
交
通
安

全
を
確
保
す
る
た
め
の
組
織
を
設
け
、
社

内
シ
ス
テ
ム
と
し
て
安
全
運
転
管
理
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
つ
く
る
こ
と
が

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

理
責
任
者
は
営
業
部
な
ど
自
動
車
の
使
用

頻
度
の
高
い
部
署
か
ら
選
任
し
ま
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
総
務
部
や
労
務
部
で
は
直

接
管
理
し
に
く
い
営
業
部
門
の
運
転
者
の

管
理
が
容
易
に
な
り
ま
す
。

　

図
２
は
、
自
動
車
台
数
が
20
台
以
上
の

会
社
で
、
副
安
全
運
転
管
理
者
が
選
任
さ

れ
て
い
て
、
営
業
部
長
が
安
全
運
転
管
理

者
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
す
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
安
全
運
転
管
理

者
を
営
業
部
な
ど
自
動
車
を
直
接
使
用
し

て
い
る
部
署
か
ら
選
任
し
て
い
る
場
合
は
、

副
安
全
運
転
管
理
者
は
総
務
部
な
ど
か
ら

選
任
し
、
車
両
管
理
に
関
す
る
資
料
作
成

や
、
安
全
運
転
管
理
や
教
育
等
に
関
す
る

企
画
立
案
を
行
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
ま

す
。
ま
た
、
営
業
課
ご
と
に
車
両
管
理
責

任
者
を
選
任
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

次
頁
図
３
は
、
複
数
の
営
業
所
が
あ
る

会
社
で
、
本
社
の
総
務
部
長
を
全
社
の
安

全
運
転
管
理
の
統
括
責
任
者
と
し
、
本
社

総
務
課
長
お
よ
び
各
営
業
所
の
所
長
が
安

全
運
転
管
理
者
、
営
業
課
長
が
車
両
管
理

責
任
者
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
す
。
各

営
業
所
の
自
動
車
台
数
が
多
い
場
合
は
、

営
業
所
の
組
織
を
図
２
の
よ
う
な
形
に
し

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

は
じ
め
に

　

10
月
に
入
り
、
朝
晩
は
す
っ
か
り
涼
し

く
過
ご
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時

期
は
運
動
の
秋
、
読
書
の
秋
、
芸
術
の
秋

な
ど
、
何
を
す
る
の
に
も
、
も
っ
て
こ
い

の
季
節
で
す
。
食
い
し
ん
坊
の
私
は
さ
し

ず
め
食
欲
の
秋
で
し
ょ
う
か
。
読
者
の
皆

様
方
は
ど
の
よ
う
な
秋
を
満
喫
さ
れ
て
い

ま
す
か
？

　

さ
て
今
月
は
「
安
全
運
転
管
理
の
体
制

づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
、
わ
か
り
や
す
く

説
明
し
て
い
き
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

職
場
の
交
通
安
全
②

安
全
運
転
管
理
ノ
ス
ス
メ

安
全
運
転
管
理
ノ
ス
ス
メ

安
全
運
転
管
理
の
体
制
づ
く
り

安
全
運
転
管
理
の
体
制
づ
く
り

イラスト・本田牧子

交通安全委員会

安全運転管理者
（営業部長）

副安全運転管理者
（総務課長）

車
両
管
理
責
任
者

（
営
業
２
課
長
）

車
両
管
理
責
任
者

（
営
業
３
課
長
）

車
両
管
理
責
任
者

（
営
業
１
課
長
）

図2

交通安全委員会

安全運転管理者
（総務部長）

車両管理責任者
（営業課長）

運
転
者

運
転
者

運
転
者

運
転
者

図1
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安
全
運
転
管
理
全
般
に
つ
い
て
、
そ
の

管
理
内
容
や
方
法
を
定
め
た
も
の
で
す
。

②　

車
両
管
理
規
程

　

企
業
に
よ
っ
て
は
、
①
と
同
様
な
内
容

の
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
車

両
の
維
持
・
管
理
に
関
す
る
内
容
を
定
め

た
も
の
で
す
。

③　

運
転
者
服
務
規
程
（
規
律
）

　

運
転
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
た

も
の
で
す
。

④　

優
良
運
転
者
表
彰
規
程

　

無
事
故
や
無
違
反
の
優
良
運
転
者
を
表

彰
す
る
基
準
や
方
法
、
内
容
を
定
め
た
も

の
で
す
。

⑤　

事
故
処
理
規
程

　

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
処
理
手
続
き

等
を
定
め
た
も
の
で
す
。

⑥　

交
通
安
全
委
員
会
規
程

　

交
通
安
全
委
員
会
の
組
織
や
役
割
、
任

務
等
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

⑦　

マ
イ
カ
ー
通
勤
管
理
規
程

　

マ
イ
カ
ー
通
勤
に
関
す
る
手
続
き
、
許

可
基
準
等
を
定
め
た
も
の
で
す
。

⑧　

マ
イ
カ
ー
業
務
使
用
規
程

　

マ
イ
カ
ー
を
業
務
に
使
用
す
る
際
の
手

続
き
、
許
可
基
準
等
を
定
め
た
も
の
で
す
。

⑵　

安
全
運
転
管
理
に
関
す
る
帳
票
類

　

主
な
帳
票
類
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ

り
ま
す
。

①　

運
転
日
誌

　

運
転
者
名
や
運
転
経
路
、
運
転
時
間
や

走
行
距
離
等
を
記
入
す
る
も
の
で
、
運
転

状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
帳
票
で
す
。

②　

車
両
台
帳

　

車
両
の
型
式
や
登
録
番
号
等
の
車
両
自

体
に
関
す
る
事
項
や
修
理
や
点
検
、
自
動

車
保
険
の
付
保
関
係
を
記
入
す
る
も
の
で
、

車
両
管
理
の
基
本
的
資
料
と
な
る
帳
票
で

す
。

③　

交
通
事
故
報
告
書

　

交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
事
故

の
発
生
状
況
や
原
因
等
を
記
入
す
る
も
の

で
、
事
故
の
把
握
や
原
因
分
析
、
再
発
防

止
策
の
樹
立
に
欠
か
せ
な
い
帳
票
で
す
。

④　

日
常
点
検
表

　

運
行
す
る
前
の
車
両
点
検
の
結
果
を
記

入
す
る
も
の
で
、
車
両
の
維
持
・
管
理
に

と
っ
て
重
要
な
帳
票
で
す
。

⑤　

酒
気
帯
び
の
有
無
に
関
す
る
記
録
簿

　

目
視
等
（
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
を
用
い

た
も
の
を
含
む
。）
で
運
転
前
後
の
運
転

者
の
酒
気
帯
び
の
有
無
を
確
認
し
た
こ
と

を
記
録
す
る
も
の
で
、
安
全
運
転
管
理
に

欠
か
せ
な
い
帳
票
で
す
。

⑥　

運
転
者
台
帳

　

車
両
を
運
転
す
る
者
の
運
転
経
歴
や
免

許
証
、
事
故
や
違
反
歴
な
ど
を
記
入
す
る

も
の
で
、
運
転
者
に
関
す
る
情
報
の
基
本

的
資
料
と
な
る
帳
票
で
す
。

お
わ
り
に

　

私
が
考
え
る
安
全
運
転
管
理
の
第
一
歩

は
、「
基
本
の
型
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と

で
す
。ヒ
ッ
ト
し
た
剣
客
ア
ニ
メ
で
、ヒ
ー

ロ
ー
が
悪
者
の
鬼
を
退
治
す
る
際
に
用
い

る
「
剣
の
型
」
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
す
。

「
一（
い
ち
）の
型
」
は
「
安
全
運
転
管
理

の
体
制
づ
く
り
」
で
す
。
是
非
、
皆
様
方

の
職
場
で
し
っ
か
り
と
し
た
安
全
運
転
管

理
の
体
制
を
確
立
し
て
く
だ
さ
い
。

（
お
ち
あ
い
・
り
つ
）　

出
典
：
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン
「
安
全
運
転
管
理
の
進
め
方
」

安
全
運
転
管
理
の

規
程
と
帳
票
の
整
備

⑴　

安
全
運
転
管
理
に
関
す
る

規
程
類

　

主
な
規
程
類
と
し
て
、
次
の

も
の
が
あ
り
ま
す
。

①　

安
全
運
転
管
理
規
程

交通安全委員会

統括安全運転管理者
（本社総務部長）

安
全
運
転
管
理
者

（
総
務
課
長
）

車
両
管
理
責
任
者

（
営
業
課
長
）

本社

安
全
運
転
管
理
者

（
営
業
所
長
）

車
両
管
理
責
任
者

（
営
業
課
長
）

Ａ営業所

安
全
運
転
管
理
者

（
営
業
所
長
）

車
両
管
理
責
任
者

（
営
業
課
長
）

Ｂ営業所
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